
（別紙様式　土地のみの場合）

（信義誠実の義務）

第１条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

（売買物件）

第２条　売買物件は、次のとおりとする。

地目

0

1筆

（売買代金）

第３条　売買代金は、円とする。

（契約保証金）

第４条　乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として、金　　　　　　円を甲に納入しな

　ければならない。

２　前項の契約保証金は第19条に定める損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。

３　第１項の契約保証金には、利息を付さない。

４　甲は、乙が次条第１項に定める義務を履行したときは、遅滞なく第１項の契約保証金を乙

　に還付するものとする。ただし、乙は、同項の契約保証金を売買代金の一部に充当すること

　を、甲に事前に申し出ることができる。この場合、甲は、同項の契約保証金を次条第２項の

　定めにより処理する。

５　甲は、乙が次条第１項に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を甲

　に帰属させることができる。

（売買代金の支払方法等）

　甲に支払わなければならない。

２　甲は、乙が前条第１項に定める契約保証金を売買代金の一部に充当するよう甲に申し出て、

　かつ、第３条に定める売買代金から前条第１項に定める契約保証金の額を控除した額につい

　て、前項に定める義務を履行したときは、同項の契約保証金を売買代金に充当する。

（所有権の移転及び登記の嘱託）

第６条　売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したとき乙に移転する。

２　乙は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後10日以内に、甲に対し所有権移転

　登記を書面で請求するものとし、甲は、その請求により、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託

　するものとする。この場合の登録免許税は乙の負担とする。

0.00㎡ 0.00㎡

県 有 財 産 売 買 契 約 書

所在地
数量

（実測面積）
摘要

（公簿面積）

　売主　長野県（以下「甲」という。）と　買主 ○×株式会社 代表取締役 ○○　□□（以下
「乙」という。）とは、次の条項により、県有財産の売買契約を締結する。

計 0.00㎡ 0.00㎡

第５条　乙は、売買代金を、甲の発行する納入通知書により、令和〇年〇月〇日までに

収入

印紙



（売買物件の引渡し）

第７条　甲は、売買物件の所有権が移転した後、両者の定める日に、当該物件を乙に引き渡し、

　乙は、当該物件の受領書を甲に提出するものとする。

（危険負担等）

第８条  乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が甲の責に

　帰することのできない事由により滅失又は損傷した場合は、甲に対して、売買代金の減免若

　しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。

（契約不適合責任）

第９条　甲は、売買物件を現状有姿で乙に引き渡すものとし、乙は、本契約締結後、売買物件に

　数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金

　の減額、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。ただし、本契約

　が消費者契約法（平成12年法律第61号）の適用を受ける場合は、甲は、売買物件の引渡しの

　日から2年間に限り、民法（明治29年法律第89号）第541条、第542条及び第562条に規定する

　契約不適合責任を負うものとする。

（容認事項）

第10条　乙は、次の事項を確認し、承諾のうえ本物件を購入するものとする。

２　本物件の周辺環境、近隣関係及び本物件に係る法令に基づく制限は引渡し後に変化する場

　合があること。

３　本物件の付帯設備は、設置から相当の年数が経過しており、相応の自然損耗や経年変化

　が認められること。引渡し後に自然損耗や経年変化等を原因として不具合や故障等が判明

　した場合、その補修等の費用は買主が負担するものであること。

４　本物件の土壌汚染の状況については、調査は行っておらず、土壌汚染の有無については不

　明であること。万一、引渡し後に土壌汚染が判明した場合、その除去等の対策費用は乙が負

　担するものであること。

５　本物件の地下埋設物の状況については、調査は行っておらず、地下埋設物の有無について

　は不明であること。万一、引渡し後に地下埋設物の存在が判明した場合、その除去等の対策

　費用は乙が負担するものであること。

６　乙は、本物件の所在する地域の町内会等の取り決めに従うこと。

（用途の制限）

第11条　乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律

　第122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同

　条第13項に規定する接客業務受託営業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

　（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用に供してはならない。

（売買物件の譲渡等）

第12条　乙は、売買物件の所有権を第三者に移転し又はその物件を第三者に貸し付けるときは、

　前条に定められた義務を、その譲受人又は賃借人に承継させなければならない。

（実地調査等）

第13条　甲は、第11条及び第12条に定める事項について必要があると認めるときは、乙に対し、

　所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合、乙は、報

　告若しくは資料の提出を怠り又は実地調査を拒み若しくは妨げてはならない。



（違約金）

第14条　乙は、第11条及び第12条に定める義務に違反したときは、売買代金の３割に相当する額

　を違約金として甲に支払わなければならない。

２　前項に定める違約金は、違約罰であって、第19条に定める損害賠償の予定又はその一部とし

　ないものとする。

（契約の解除）

第15条　甲は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。

 （1）乙が、本契約に定める義務を履行しないとき。

 （2）乙が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」

　という。）に該当する旨の通報を警察から甲が受けたとき。

（暴力団員又は暴力団関係者から不当介入を受けた場合における措置義務）

第16条　乙は、本契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者から不当要求又は業務妨害等の　

　不当介入を受けたときは、これを拒否し、速やかに所管の警察署に通報して捜査上必要な協力

　を行うとともに、その内容を甲に報告しなければならない。

（返還金等）

第17条　甲は、第15条の規定により本契約を解除した場合は、収納済の売買代金を乙に返還するも

　のとする。ただし、当該返還金には、利息を付さない。

２　乙は、第15条の規定により本契約を解除された場合には、乙が売買物件に投じた改良費等の

　有益費、修繕費等の必要費、その他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。

（原状回復義務）

第18条  乙は、甲が第15条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、売

　買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させる

　ことが適当でないと認めるときは、現状のまま返還することができる。

２　乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、契約解除

　時の時価により、減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。

３　乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日まで

　に、当該物件の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。

（損害賠償）

第19条　乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当

　する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

（返還金の相殺）

第20条　甲は、第17条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第14条、第18

　条又は第19条の規定により甲に支払うべき金額のあるときは、それらの全部又は一部を返還金

　と相殺するものとする。

（契約の費用）

第21条　本契約に要する費用は、乙の負担とする。

（疑義の決定）

第22条　本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

（裁判の管轄）

第23条　本契約に関する訴訟は、長野県庁所在地を管轄する長野地方裁判所に提訴するものと

　する。



　上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。

長野県長野市大字南長野字幅下692の2
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